
医療 DX推進の体制に関する事項について 

 

 

○ 医療 DX推進体制整備加算と在宅医療 DX情報活用加算について 
 

 

当院は医療 DXを推進するための体制として以下の項目に取り組んでいます 

① オンライン請求およびオンラインによる資格確認を行う体制を有しています 

② オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を、診療を行う診察

室、手術室又は処置室等において閲覧又は活用できる体制を有しています 

③ （在宅）居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医

師等が患者さまの診療情報等を取得および活用できる体制を有しています 

④ マイナ保険証の利用を促進し、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できる

よう取り組んでいます 

⑤ 電子カルテ情報共有サービスの導入を検討しております 

⑥ 2025年 11月 1日から電子処方箋の情報提供を開始しております 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 医療情報取得加算について 
 
 

当院はオンライン資格確認等システムを導入しており、患者さまの診療情報を収集

する体制を有しており、かつ診療情報（受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必

要な診療情報）を十分に取得・活用することで質の高い医療の提供に努めております 

令和６年６月の診療報酬改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」

から「医療情報取得加算」に名称を変更し、国が定めた診療報酬の算定要件に従い、

下記加算を請求させて頂きます 

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の

ご利用に、ご理解とご協力をお願いしますす 
 

 

★ 初診時  ・医療情報取得加算（初診）…１点 

★ 再診時  ・医療情報取得加算（再診）…１点（３カ月に１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


